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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレームの底部と、
　対向する第１及び第２の端部と、前記第１及び第２の端部とを結ぶ方向に沿って延びる
とともに、対向して設けられた第１辺及び第２辺を有する電磁石と、
　前記フレームの底部と間隔を空けて前記フレームの底部と略平行に配置されると共に、
対向する第１及び第２の端部と、前記電磁石の前記第１辺及び第２辺に対応する第１辺及
び第２辺と、を有する移動可能なカードと、
　前記電磁石の前記第１の端部に隣接し、一端が前記フレームの底部に回転可能に固定さ
れ、前記電磁石の電磁力によって引きつけられる接極子と、
　前記電磁石の前記第２の端部に対向し、一端が前記フレームの底部に固定され、他端が
前記カードに接続された復帰ばねと、
　一端が前記フレームの底部に接続されると共に他端が前記カードの前記第１辺に接続さ
れた第１可動ばねに設けられた第１双子接点と、前記フレームの底部に挿入された第１固
定接点板に設けられ、前記第１双子接点と対向配置される第２双子接点と、を含み、前記
電磁石の前記第１辺側に位置する双子接点組と、
　一端が前記フレームの底部に接続されると共に他端が前記カードの前記第２辺に接続さ
れた第２可動ばねに設けられた第１単一接点と、前記フレームの底部に挿入された第２固
定接点板に設けられ、前記第１単一接点と対向配置される第２単一接点と、を含み、前記
電磁石の前記第２辺側に位置する単一接点組と、を備え、
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　前記電磁石は、前記フレームの底部と前記カードとの間に位置し、
　前記カードは、前記復帰ばねによって前記接極子に向かって付勢されており、前記電磁
石の励磁に応じて前記接極子を介して前記フレームの底部と平行に移動し、前記カードに
接続された前記第１可動ばね及び前記第２可動ばねを同時に動かすことを特徴とする電磁
継電器。
【請求項２】
　前記電磁継電器は、
　前記第１固定接点板を間に挟んで配置される、それぞれに第１双子接点を備える１対の
第１可動ばねと、
　前記第２固定接点板を間に挟んで配置される、それぞれに第１単一接点を備える１対の
第２可動ばねと、を備え、
　前記１対の第１可動ばね上の第１双子接点と前記第１固定接点板上の第２双子接点は、
第１ノーマリーオンスイッチ及び第１ノーマリーオフスイッチを形成し、
　前記１対の第２可動ばね上の第１単一接点と前記第２固定接点板上の第２単一接点は、
第２ノーマリーオンスイッチ及び第２ノーマリーオフスイッチを形成し、
　前記電磁石のオンに応じて、前記第１ノーマリーオフスイッチ及び前記第２ノーマリー
オフスイッチが同時にオンし、前記電磁石のオフに応じて、前記第１ノーマリーオンスイ
ッチ及び前記第２ノーマリーオンスイッチが同時にオンすることを特徴とする請求項１に
記載の電磁継電器。
【請求項３】
　前記カードは、前記電磁石の左右側面方向に延びる複数対の突起を有し、
　前記１対の第１可動ばね及び前記１対の第２可動ばねは前記複数対の突起に接触し、前
記カードの移動に追従して移動することを特徴とする請求項２に記載の電磁継電器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁継電器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、接点ばねと固定接点板とを備えたリレーが知られている（例えば、特許文献
１参照）。このリレーでは、接点ばねの先端側が２分割されており、分割されたばね上に
双子接点が設けられている。接点ばねの基端側に単一接点が設けられている。一方、固定
接点板上の双子接点及び単一接点に対向する位置には、それぞれ固定接点が設けられてい
る。
【０００３】
　また、従来より、固定接触片及び可動接触片上に双子接点又は単一接点のいずれかを搭
載することが可能なリレーが知られている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－２４２７５３号公報
【０００５】
【特許文献２】特開２０００－１４９７４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、リレーでは、固定接点及び可動接点で構成される接点組を２組以上有する場
合がある。この場合、２つの接点組は同一の仕様である。つまり、一方の接点組の固定接
点及び可動接点が双子接点である場合、他方の接点組の固定接点及び可動接点も双子接点
である。または、一方の接点組の固定接点及び可動接点が単一接点である場合、他方の接
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点組の固定接点及び可動接点も単一接点である。
【０００７】
　この場合、１つのリレーでは、高負荷と低負荷とに同時に対処することができない。単
一接点は、高負荷に対処できるが、低負荷に対処できない。一方、双子接点は、低負荷に
対処できるが、高負荷に対処できない。
【０００８】
　本発明は、高負荷及び低負荷に同時に対処し、接触の信頼性を確保することができる電
磁継電器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本明細書に記載の電磁継電器は、フレームの底部と、対向する第１及び第２の端部と、
前記第１及び第２の端部とを結ぶ方向に沿って延びるとともに、対向して設けられた第１
辺及び第２辺を有する電磁石と、前記フレームの底部と間隔を空けて前記フレームの底部
と略平行に配置されると共に、対向する第１及び第２の端部と、前記電磁石の前記第１辺
及び第２辺に対応する第１辺及び第２辺と、を有する移動可能なカードと、前記電磁石の
前記第１の端部に隣接し、一端が前記フレームの底部に回転可能に固定され、前記電磁石
の電磁力によって引きつけられる接極子と、前記電磁石の前記第２の端部に対向し、一端
が前記フレームの底部に固定され、他端が前記カードに接続された復帰ばねと、一端が前
記フレームの底部に接続されると共に他端が前記カードの前記第１辺に接続された第１可
動ばねに設けられた第１双子接点と、前記フレームの底部に挿入された第１固定接点板に
設けられ、前記第１双子接点と対向配置される第２双子接点と、を含み、前記電磁石の前
記第１辺側に位置する双子接点組と、一端が前記フレームの底部に接続されると共に他端
が前記カードの前記第２辺に接続された第２可動ばねに設けられた第１単一接点と、前記
フレームの底部に挿入された第２固定接点板に設けられ、前記第１単一接点と対向配置さ
れる第２単一接点と、を含み、前記電磁石の前記第２辺側に位置する単一接点組と、を備
え、前記電磁石は、前記フレームの底部と前記カードとの間に位置し、前記カードは、前
記復帰ばねによって前記接極子に向かって付勢されており、前記電磁石の励磁に応じて前
記接極子を介して前記フレームの底部と平行に移動し、前記カードに接続された前記第１
可動ばね及び前記第２可動ばねを同時に動かすことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、高負荷及び低負荷に同時に対処し、接触信頼性を確保することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】（Ａ）～（Ｃ）は、本実施の形態に係る電磁継電器１の概略構成図である。
【図２】固定モールド２の概略構成を示す図である。
【図３】（Ａ）は可動ばね１０の概略構成を示す図である。（Ｂ）は可動ばね２０の概略
構成を示す図である。（Ｃ）は、一対の可動ばね１０又は２０の側面図である。（Ｄ）は
可動端子１７の概略構成を示す図である。
【図４】（Ａ）は固定接点板９の概略構成を示す図である。（Ｂ）は固定接点板２１の概
略構成を示す図である。
【図５】（Ａ）は、鉄心７の概略構成図であり、（Ｂ）はコイル端子１２の概略構成図で
あり、（Ｃ）は復帰ばね１１の概略構成図である。
【図６】（Ａ）は、図１（Ｂ）の線Ｂ－Ｂに沿った電磁継電器１の断面図であり、（Ｂ）
は上方から見た電磁継電器１を示す図である。
【図７】（Ａ）は、電磁継電器１の不動作状態を示す図であり、（Ｂ）は、電磁継電器１
の動作状態を示す図である。
【図８】（Ａ）は、電磁継電器１の回路構成を概略的に示した図であり、（Ｂ）は、電磁
継電器１の動作を示すタイムチャートである。
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【図９】（Ａ）は第１変形例にかかる電磁継電器１の左側面を示す図であり、（Ｂ）は第
１変形例にかかる電磁継電器１の右側面を示す図である。
【図１０】（Ａ）は第２変形例にかかる電磁継電器１の左側面を示す図であり、（Ｂ）は
第２変形例にかかる電磁継電器１の右側面を示す図である。
【図１１】（Ａ）は第３変形例にかかる電磁継電器１の左側面を示す図であり、（Ｂ）は
第３変形例にかかる電磁継電器１の右側面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照し説明する。
【００１３】
　図１（Ａ）～（Ｃ）は、本実施の形態に係る電磁継電器の概略構成図である。図１（Ａ
）は電磁継電器１の左側面を示し、図１（Ｂ）は電磁継電器１の正面を示し、図１（Ｃ）
は電磁継電器１の右側面を示す。
【００１４】
　電磁継電器１は、フレームに相当する固定モールド２、巻枠５、コイル６、鉄心７、可
動ばね１０，２０、固定接点板９，２１、復帰ばね１１、コイル端子１２、接極子１３、
ヒンジばね１４、可動端子１７、及びカード２２を備えている。可動ばね１０，２０は板
ばねであり、固定接点板９，２１は黄銅などの金属である。
【００１５】
　固定モールド２の左右の側面には、不図示のカバーを装着するための突起３がそれぞれ
形成されている。図２は、固定モールド２の概略構成を示す。固定モールド２は樹脂など
から形成されており、固定接点板９又は固定接点板２１のいずれかを装着可能な４つの突
出部４を備えている。各突出部４の上部には、固定接点板９又は２１を挿入するための挿
入口４ａが形成されている。また、固定接点板９又は２１の一部が突出部４の上部に当接
するように各突出部４の上部には溝４ｂが形成されている。また、固定モールド２は、上
方に延出し、接極子１３の移動を規制する規制部１５を備えている。さらに、固定モール
ド２には、電磁石を構成する巻枠５、コイル６及び鉄心７を配置するための溝２ｂが形成
されている。尚、固定モールド２には、各部品を搭載するための孔、溝及びリブなどが適
宜形成されている。
【００１６】
　図１（Ａ）では、一つの突出部４（図示左側）に固定接点板９が挿入されており、固定
接点板９に対向するように１対の可動ばね１０（即ち、２つの可動ばね１０）が固定接点
板９の両側に設けられている。図１（Ｃ）では、一つの突出部４（図示右側）に固定接点
板２１が挿入されており、固定接点板２１に対向するように１対の可動ばね２０（即ち、
２つの可動ばね２０）が設けられている。図１（Ａ）及び（Ｃ）に示すように、可動ばね
１０及び２０の上端は、カード２２に接触している。
【００１７】
　図３（Ａ）は可動ばね１０の概略構成を示し、図３（Ｂ）は可動ばね２０の概略構成を
示す。図３（Ｃ）は、一対の可動ばね１０又は２０の側面図であり、図３（Ｄ）は可動端
子１７の概略構成を示す。図４（Ａ）及び（Ｂ）は、固定接点板９又は２１をそれぞれ示
す。
【００１８】
　図３（Ａ）に示すように、可動ばね１０の上端側には、切れ込み１０ｃが形成され、２
つのばね要素１０ｄが形成されている。それぞれのばね要素１０ｄ上には、双子接点を構
成する接点１０ａ（以下、個々の接点も「双子接点」と称する）がそれぞれ設けられてい
る。双子接点１０ａは、低負荷（例えば１０ｍＡの電流を処理する制御系の負荷）に対処
するための接点である。双子接点１０ａは、一方のばね要素１０ｄに設けられた接点と後
述する固定接点とが接触不良になっても、他方のばね要素１０ｄに設けられた接点によっ
て固定接点との接触を維持できる。従って、接点同士の接触不良が問題になる低負荷の場
合に、双子接点１０ａは、接触の信頼性を確保することができる。また、可動ばね１０の



(5) JP 6325278 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

下端側には、固定モールド２と当接し、可動ばね１０の差し込みの限界位置を規定するス
トッパー１０ｂが形成されている。
【００１９】
　図３（Ｂ）に示すように、可動ばね２０の上端側には、単一の接点２０ａ（以下「単一
接点」と称する）が設けられている。単一接点２０ａは、高負荷（例えば５Ａの電流を処
理する電源系の負荷）に対処するための接点である。単一接点２０ａは、双子接点１０ａ
よりも大きいので、高負荷時に接点同士が溶着したり、摩耗することを防止し、耐久性に
優れている。従って、高負荷の場合に、単一接点２０ａは、接触の信頼性を確保すること
ができる。また、可動ばね２０の下端側には、固定モールド２と当接し、可動ばね２０の
差し込みの限界位置を規定するストッパー２０ｂが形成されている。
【００２０】
　図３（Ｃ）に示すように、可動ばね１０及び２０は、それぞれ、ストッパー１０ｂ及び
２０ｂよりもわずかに上方の位置（図示点線位置）で屈曲しており、固定接点板９及び２
１に近づくように曲げられている。
【００２１】
　可動ばね１０及び２０は、突出部４の上方から挿入されるが、図３（Ｄ）の可動端子１
７は、固定モールド２の底面から圧入される。このとき、可動ばね１０及び２０の下端が
可動端子１７の切り込み１７ａに挟まれ、可動ばね１０及び２０と可動端子１７とは、電
気的に接続される。
【００２２】
　図４（Ａ）の固定接点板９は、図３（Ａ）の可動ばね１０の双子接点１０ａと接触する
２つの双子接点９ａを備えている。図１（Ａ）に図示するように、本実施例による双子接
点９ａは、固定接点板９のおもて面と裏面とにそれぞれ形成されている。従って、１対の
可動ばね１０と固定接点板９とは、ノーマリーオン及びノーマリーオフの２つのスイッチ
を形成する。ノーマリーオンスイッチは、コイル電圧を印加していないときに接点同士が
接触してオン状態であるスイッチを意味し、ノーマリーオフスイッチは、コイル電圧を印
加していないときに接点同士が離れてオフ状態であるスイッチを意味する。このように、
本実施例では、１つの突出部４に対して、ノーマリーオン及びノーマリーオフの２つのス
イッチを設けることができる。なお、電磁継電器の使い方に応じて、ノーマリーオンスイ
ッチを構成する可動ばね１０と固定接点板９のみ、あるいはノーマリーオフスイッチを構
成する可動ばね１０と固定接点板９のみを、１つの突出部４に設けるようにしてもよい。
【００２３】
　図４（Ｂ）の固定接点板２１は、図３（Ｂ）の可動ばね２０の単一接点２０ａと接触す
る単一接点２１ａを備えている。図１（Ｃ）に図示するように、単一接点２１ａは、固定
接点板２１のおもて面と裏面とにそれぞれ形成されている。従って、１対の可動ばね２０
と固定接点板２１とは、ノーマリーオン及びノーマリーオフの２つのスイッチを形成する
。可動ばね２０と固定接点板２１についても、ノーマリーオンスイッチを構成する組のみ
、あるいはノーマリーオフスイッチを構成する組のみを１つの突出部４に設けるようにし
てもよい。
【００２４】
　固定接点板９は、双子接点９ａが設けられる位置から固定端子９ｂまで一体的に形成さ
れているため、突出部４から固定接点板９を挿入することで、図１（Ａ）に示すように固
定端子９ｂが固定モールド２の底から露出する。この場合、固定接点板９の顎部９ｃは、
突出部４の溝４ｂに当接する。同様に、固定接点板２１は、単一接点２１ａが設けられる
位置から固定端子２１ｂまで一体的に形成されているため、突出部４から固定接点板２１
を挿入することで、図１（Ｃ）に示すように固定端子２１ｂが固定モールド２の底から露
出する。この場合、固定接点板２１の顎部２１ｃは、突出部４の溝４ｂに当接する。
【００２５】
　図５（Ａ）は、鉄心７の概略構成図であり、図５（Ｂ）はコイル端子１２の概略構成図
であり、図５（Ｃ）は復帰ばね１１の概略構成図である。図６（Ａ）は、図１（Ｂ）の線
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Ｂ－Ｂに沿った電磁継電器１の断面図であり、図６（Ｂ）は上方から見た電磁継電器１を
示す図である。図６（Ｂ）では、２対の可動ばね１０及び２対の可動ばね２０が設けられ
ているものとする。
【００２６】
　図５（Ａ）及び図６（Ａ）に示すように、鉄心７は略コ字の形状であり、鉄心７の一端
（図示上部側の端部）が巻枠５の中央部に挿入される。鉄心７には、鉛直下方に延びるね
じ止め部８が設けられている。ねじ止め部８は、固定モールド２の中央に設けられた貫通
孔２ａを介して外部に露出する。外部に露出されたねじ止め部８は、ねじ１９によって固
定モールド２に固定される。つまり、鉄心７は、固定モールド２に固定されている。
【００２７】
　図５（Ｂ）に示すコイル端子１２は、頭部１２ａ、端子部１２ｂ及びストッパー１２ｃ
を備えており、固定モールド２の不図示の貫通孔に突出部４の上方から挿入される。この
とき、図１（Ａ）及び図１（Ｃ）に示すようにコイル端子１２の端子部１２ｂは固定モー
ルド２から露出する。また、コイル端子１２には、コイル端子１２の差し込みの限界位置
を規定するストッパー１２ｃが形成されている。また、コイル端子１２では、頭部１２ａ
にコイル６を巻いて、半田１６により固定されている。これにより、コイル端子１２は、
コイル６と電気的に接続されている。
【００２８】
　図５（Ｃ）に示す復帰ばね１１は、鉄心７を覆うような略コの字形状を有している。復
帰ばね１１の上部には、カード２２の一部が嵌め込まれる２つの貫通孔１１ａが形成され
ている。これにより、復帰ばね１１はカード２２と接続され、カード２２を接極子１３側
に押す。また、復帰ばね１１は、固定モールド２に固定するための固定部１１ｂを備えて
いる。復帰ばね１１では、カード２２を接極子１３側に押すために、脚部１１ｃが図示点
線位置で屈曲している。
【００２９】
　図６（Ａ）及び図１（Ａ）に示すように、鉄心７と規制部１５との間には接極子１３が
設けられており、接極子１３と規制部１５との間にはヒンジばね１４が設けられている。
図６（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、接極子１３の上端は、カード２２に固定されている
。
【００３０】
　図６（Ｂ）に示すように、カード２２は略矩形の平板で形成され、中央にコイル６を露
出する開口２２ｃが形成されている。また、カード２２の背面側（図６（Ｂ）図示左側）
には、接極子１３を固定する凹部２２ｂが形成されている。さらに、カード２２では、平
板から２対の突起２２ａが左右の側面側にそれぞれ突出している。各対の突起２２ａの間
には空隙が形成されている。右側面側（図６（Ｂ）図示上側）の２対の突起２２ａの空隙
に対して外側にはそれぞれ可動ばね１０が接触し、左側面側（図６（Ｂ）図示下側）の２
対の突起２２ａの空隙に対して外側にはそれぞれ可動ばね２０が接触している。
【００３１】
　図７（Ａ）は、電磁継電器１の不動作状態を示す図であり、図７（Ｂ）は、電磁継電器
１の動作状態を示す図である。図７（Ａ）、（Ｂ）に図示した状態では、２つの突出部４
のそれぞれに固定接点板２１が設けられている。なお、可動ばね１０及び固定接点板９が
突出部４に設けられている場合も、これと同様の動作を行う。
【００３２】
　まず、図７（Ａ）の不動作状態では（即ち、電磁石が励磁されていない場合）、鉄心７
は接極子１３を電磁力で引きつけることはなく、復帰ばね１１がカード２２を図７（Ａ）
の左方向に押す。これにより、接極子１３は、カード２２により図７（Ａ）の左方向に押
され、規制部１５に接触している。さらに、カード２２に上端が接触しているそれぞれの
可動ばね２０も図７（Ａ）の左方向に動かされる。これにより、一対の可動ばね２０のう
ち、固定接点板２１の右側に配置されている可動ばね２０上の接点２０ａが固定接点板２
１の接点２１ａに接触し、固定接点板２１の左側に配置されている可動ばね２０上の接点
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は接点２１ａに接触しない状態となる。
【００３３】
　次に、図７（Ｂ）の動作状態では、電圧がコイル６に印加されて電磁石が励磁されるの
で、接極子１３は電磁力で鉄心７に引きつけられ、図７（Ａ）の状態から図示右方向に移
動する。これにより、接極子１３は、カード２２を図７（Ｂ）の右方向に押す。このとき
、カード２２に上端が接触している可動ばね２０も図７（Ｂ）の右方向に動かされる。こ
れにより、一対の可動ばね２０のうち、固定接点板２１の左側に配置されている可動ばね
２０上の接点２０ａが、固定接点板２１の接点２１ａに接触し、固定接点板２１の右側に
配置されている可動ばね２０上の接点２０ａの接点２１ａとの接触状態が解除される。
【００３４】
　このように、電圧がコイル６に印加されない場合に、電磁継電器１は図７（Ａ）の不動
作状態になり、電圧がコイル６に印加される場合に、電磁継電器１は図７（Ｂ）の動作状
態になる。コイル６に印加される電圧のオン／オフが切り替えられると、図７（Ｂ）の動
作状態及び図７（Ａ）の不動作状態が交互に切り替えられる。
【００３５】
　図８（Ａ）は、電磁継電器１の回路構成を概略的に示した図であり、図８（Ｂ）は、電
磁継電器１の動作を示すタイムチャートである。
【００３６】
　図８（Ａ）に示すように、電磁継電器１は、４つのスイッチ組３１～３４とコイル端子
Ｄ，Ｅとを有する。尚、電磁継電器１が備えるスイッチ組の個数は４つに限定されるもの
ではない。
【００３７】
　コイル端子Ｄ，Ｅは上述したコイル端子１２に対応する。スイッチ組３１～３４の各々
は、２つの可動接点と１つの固定接点との３つの接点を有し、ノーマリーオン及びノーマ
リーオフの２つのスイッチを形成する。例えば、スイッチ組３１は、２つの可動接点３１
Ａ、３１Ｂと、１つの固定接点３１Ｃを有し、接点３１Ｃ及び接点３２Ｂでノーマリーオ
ンのスイッチを構成し、接点３１Ｃ及び接点３１Ａでノーマリーオフのスイッチを構成す
る。
【００３８】
　スイッチ組３１～３４の各々は、１対の可動ばね１０上の双子接点１０ａ及びその間に
配置される固定接点板９上の双子接点９ａの組、又は１対の可動ばね２０上の単一接点２
０ａ及びその間に配置される固定接点板２１上の単一接点２１ａの組のいずれかに対応す
る。
【００３９】
　例えば、スイッチ組３１が１対の可動ばね１０上の双子接点１０ａ及びその間に配置さ
れる固定接点板９上の双子接点９ａの組に対応する場合には、接点３１Ｃが固定接点板９
上の双子接点９ａに対応し、接点３１Ａ及び接点３１Ｂが可動ばね１０上の双子接点１０
ａに対応する。例えば、スイッチ組３２が１対の可動ばね２０上の単一接点２０ａ及びそ
の間に配置される固定接点板２１上の単一接点２１ａの組に対応する場合には、接点３２
Ｃが固定接点板２１上の単一接点２１ａに対応し、接点３２Ａ及び接点３２Ｂが可動ばね
２０上の単一接点２０ａに対応する。
【００４０】
　図８（Ｂ）のコイル端子Ｄ，Ｅ間に電圧が印加されない状態では、接点３１Ｃ，３２Ｃ
，３３Ｃ及び３４Ｃは、接点３１Ｂ，３２Ｂ，３３Ｂ及び３４Ｂにそれぞれ接触している
。図８（Ｂ）に示すように、コイル端子Ｄ，Ｅ（即ちコイル端子１２）に電圧が印加され
ると、接極子が電磁石に吸引されてカードが移動し、これに応じて可動ばねが移動するの
で、一定のタイムラグ後に、接点３１Ｃ，３２Ｃ，３３Ｃ及び３４Ｃに接続される接点は
、接点３１Ｂ，３２Ｂ，３３Ｂ及び３４Ｂから同時に接点３１Ａ，３２Ａ，３３Ａ及び３
４Ａに切り替わる。そして、コイル端子Ｄ，Ｅに印加される電圧が０Ｖになると、カード
が復帰ばねの付勢力によって移動し、一定のタイムラグ後に、接点３１Ｃ，３２Ｃ，３３
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Ｃ及び３４Ｃに接続される接点は、接点３１Ａ，３２Ａ，３３Ａ及び３４Ａから同時に接
点３１Ｂ，３２Ｂ，３３Ｂ及び３４Ｂに切り替わる。これにより、複数スイッチを同時に
切り替えることができ、各スイッチの接点構成を所望の負荷に適したものとすることで、
複数の負荷に同時に対処することができる。例えば、スイッチ組３１～３４が、１対の可
動ばね１０及びその間に配置される固定接点板９と、１対の可動ばね２０及びその間に配
置される固定接点板２１とを備える場合には、高負荷及び低負荷に同時に対処することが
できる。
【００４１】
　図１（Ａ）及び図１（Ｃ）の電磁継電器１は、１対の可動ばね１０上の双子接点１０ａ
及びその間に配置される固定接点板９上の双子接点９ａを含む双子接点組と、１対の可動
ばね２０上の単一接点２０ａ及びその間に配置される固定接点板２１上の単一接点２１ａ
を含む単一接点組とを備えていたが、双子接点組及び単一接点組の個数は１つに限定され
るものではない。
【００４２】
　例えば、図９（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、電磁継電器１は、２つの双子接点組及び
２つの単一接点組を備えていてもよい。また、図１０（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、電
磁継電器１は、１つの双子接点組及び３つの単一接点組を備えていてもよい。逆に、電磁
継電器１は、３つの双子接点組及び１つの単一接点組を備えていてもよい。また、図１１
（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、電磁継電器１は、１つの双子接点組及び２つの単一接点
組を備えていてもよい。逆に、電磁継電器１は、２つの双子接点組及び１つの単一接点組
を備えていてもよい。この場合、固定接点板９又は２１が、１つの突出部４に設けられて
いない。
【００４３】
　また、固定モールド２が備える突出部４の個数も４つに限定されるものではない。固定
モールド２は、少なくとも２つの突出部４を備えていればよい。また、本実施例では、複
数の突出部４が、電磁石の左右側面に対向するように配置されているが、複数の突出部４
が、電磁石の左右側面の一方にのみ対向するように配置されてもよい。
【００４４】
　本実施の形態によれば、電磁継電器１は、巻枠５、コイル６及び鉄心７で構成される電
磁石と、可動ばね１０に設けられた双子接点１０ａ、及び固定接点板９に設けられ双子接
点１０ａに対向配置される双子接点９ａを含む双子接点組と、可動ばね２０に設けられた
単一接点２０ａ、及び固定接点板２１に設けられ単一接点２０ａに対向配置される単一接
点２１ａを含む単一接点組と、電磁石の励磁又は非励磁によって移動し、可動ばね１０及
び可動ばね２０を連動して移動させるカード２２とを備えている。よって、高負荷（例え
ば５Ａの電流を処理する電源系の負荷）及び低負荷（例えば１０ｍＡの電流を処理する制
御系の負荷）に同時に対処し、接触の信頼性を確保することができる。
【００４５】
　また、電磁継電器１は、電磁石の長手軸方向の一端に隣接し、電磁石の電磁力により引
きつけられる接極子１３と、接極子１３に固定され、電磁石の左右側面方向に延びる複数
対の突起２２ａを有するカード２２と、電磁石の長手軸方向の他端に対向し、カード２２
に接続され、カード２２を接極子１３側に付勢する復帰ばね１１とを備え、１対の可動ば
ね１０及び１対の可動ばね２０の上端は、複数対の突起２２ａに接触し、カード２２の移
動に追従して移動する。従って、カード２２の移動に追従して、１対の可動ばね１０上の
双子接点１０ａ及び１対の可動ばね２０上の単一接点２０ａが同時にオン・オフすること
ができる。
【００４６】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施例に限定されるも
のではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・
変更が可能である。
【符号の説明】
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【００４７】
１　電磁継電器
２　固定モールド
５　巻枠
６　コイル
７　鉄心
９，２１　固定接点板、
１０，２０　可動ばね
１１　復帰ばね
１２　コイル端子
１３　接極子
１４　ヒンジばね
１７　可動端子
２２　カード

【図１】 【図２】



(10) JP 6325278 B2 2018.5.16

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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